
電気製品の安全に関する課題と対策

２０２５年２月３日（月）～２月１４日（金）

電気製品認証協議会（SCEA）

SCEAとは電気製品認証協議会の英文名称 「Steering Council of Safety Certification for Electrical and Electronic Appliances 
and Parts of Japan」 の略称



講師紹介
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講師 ： 認証制度共同事務局

事務局長

平井 雄二

略 歴:

2009年 パナソニック（旧松下電工）にて配電設備開発を経て、同年から東京本社にて渉外担当

として経済産業省、環境省等の官庁との連携業務を担当。

2014年 一般財団法人電気安全環境研究所 ビジネス推進部 入所。主に国内の製造事業者、

流通事業者への電気用品安全法の対応業務担当。

2020年 認証制度共同事務局（電気製品認証協議会事務局）に着任 現在に至る。

講師写真



１-１．リチウムイオン蓄電池に起因する焼損事故事例

出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構

モバイルバッテリー「1.リコール製品のモバイルバッテリーから発火」 | 製品安全 | 
製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

モバイルバッテリー「4.インターネットで購入したモバイルバッテリーから発火」 | 
製品安全 | 製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

スマートフォン「3.ポケットに入れたスマートフォンの発煙」 | 製品安全 | 
製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

３



１-２．電気製品に起因する重大製品事故事例
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出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構

アダプター・充電器「1.電気シェーバーの充電器の発火」 | 製品安全 | 
製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

電気ケトル「1.こぼれたお湯で子どもがやけど」 | 製品安全 | 
製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp)

000154542.pdf (nite.go.jp)
＜NITEから公表されたニュースリリース＞
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１-３．リチウムイオン蓄電池に起因する重大製品事故事例

消費者団体からの強い要望もあり、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」が成立、
2022年5月から施行開始となり、初めてネット販売に関する消費者保護の法的枠組みがスタートした。
但し、この法律はネット販売事業者に何ら罰則規定もない「努力義務」の法律となっている。

産経新聞 2022年5月8日の記事へのリンク
https://www.sankei.com/article/20220508-WXMOX63FRFIC7NGNFRHKH6LSRM/

https://www.sankei.com/article/20220508-WXMOX63FRFIC7NGNFRHKH6LSRM/


２-１．重大製品事故が起きた製品の入手先

出典：経済産業省産業保安グループ製品安全課
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２-２．重大製品事故が起きた製品の入手先

出典：経済産業省商務情報政策局 製品安全課
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出典：経済産業省産業保安グループ製品安全課



３．見えてくる大きな２つの課題

１．電気用品安全法における「リチウムイオン蓄電池及び関連製品」に対する規制方法と

現実のミスマッチ

・電気用品安全法が施行された2000年にはリチウムイオン蓄電池が現在ほど普及して

いない

・他の電気製品と比べて評価項目が多い

・技術基準において製品のバラツキを確認するため、N＝5のサンプル数を要求

→結果として試験費用が高額

→サンプル数が多数必要（単電池：110個、組電池：50セット）

・リチウムイオン蓄電池は〇PSEで自己確認でよい

→上記のような技術基準に対し海外メーカーが果たして自己確認しているのか？

２．インターネット販売手法と電気用品安全法での規制のミスマッチ

・電気用品安全法が施行された2000年には現在のようなビジネスモデルは存在していな

かった

・電気用品安全法では、輸入品の責任は「輸入事業者」となっているが、ネット販売の出品

者が海外メーカーや中間エージェントの場合もあり、輸入事業者が存在しないケースも？

・電気製品の出品審査が充分な体制ではない？
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４．世界の電気製品安全認証の考え方
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中国：強制認証

欧州：自己安全宣言
（例：CEマーキング）

米国：民間強制？認証
（例：UL認証）

自己確認：特定以外電気用品

＋登録機関での適合性検査
：特定電気用品

日本：技術基準適合確認義務

中国ではよく【CCC認証を取得する】と言うが
日本では【PSEを取得する】との表現は当らない

世界的に国・地域によって安全認証の考え方が異なる

登録検査機関名



５．電気用品安全法の規定

電気用品安全法で定める対象品（電気用品）
電気用品：①電力会社が低圧電源（100V/200V）で供給するコンセント

から電気を受けて使用する電気製品。（一般用電気工作物）

②携帯発電機

③リチウムイオン蓄電池（2008年に 対象に）

モバイルバッテリーは2019年に対象となった

電気用品＝特定電気用品（116品目）＋特定以外の電気用品（341品目）

＜特定電気用品＞電気用品の内
①電源部に近いところで使用される電気用品（電線、配線器具等）
②使用者が身体に密着させて使用、又は水と関係する電気用品（電気

マッサージ器、電気便座、電気サウナバス、浴槽用電気気泡発生器）
③生活弱者である子供、高齢者が使用する電気用品（電動式おもちゃ、

電熱式おもちゃ、電気乗り物等）
＜特定以外の電気用品＞ 上記特定以外の電気用品 大半の家電が

対象 10

登録検査機関名



６．ＰＳＥとＳマークの対象について

① 電気用品安全法（ＰＳＥ）対象製品

例、「電力会社が供給する低圧電源（AC100V/200V）のコンセントから電源を受けて
使用する電気製品」

「携帯発電機」
「リチウムイオン畜電池」

② 電気用品安全法（ＰＳＥ）対象外製品

例、低電圧電源（100V未満）機器、電池を電源とする機器、

定格から電安法の対象とならない機器 等
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リチウムイオン蓄電池は電気用品安全法
の対象になったが、蓄電池を電源とする
電気製品本体は対象外



７．電気用品安全法の規定
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海外事業者
（実作業できる）

日本法人の輸入事業者
（法的な責任を負う）

設計・開発

製造

海外製品の法令義務履行の項目と役割

出荷

・経済産業局へ事業開始届出

・技術基準に適合している証明

（テストレポートの保持）

・出荷検査記録の保持

・製品にPSEマークと輸入事業者名

の表示義務

必要な情報や
作業の提供

日本の基準に
適合している

適合性同等検査証
明書の副本がある
（特定）

出荷検査（全数）の
記録が入手できる

ＰＳＥマークと輸入事業者名
（特定は検査機関名も）の

表示を施す製造工程での検査
の記録が入手でき
る（特定）

販売事業者の法的義務
・電安法の対象製品にはPSEマーク付



８．電気用品安全法を遵守してもらうには
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１．すべての電気用品を強制認証にすれば？
確かに特定電気用品のように政府登録機関による技術基準に対する適合性
試験評価を義務付ければ事故は減らせるが、真面目に取り組んでいる事業
者にさらに負担をかけることになり、それが消費者へコスト高ではね返っ
てくるので、それはベストな選択ではないと思われる。

２． 日本の電気製品の安全・品質を確保するには第三者認証
が当たり前の世界へ！
欧州のように、消費者が第三者認証を求めることが一番の近道。
そのために製造事業者、流通事業者、消費者の共通認識が必要。

技術基準で定められた各種試験の判定は公平・公正な

第三者機関にて行うべき（野球でいう審判が重要）

日本では電気製品の第三者認証は「Sマーク認証」のみ



９．Ｓマーク認証の製品表示

Ｓマーク認証のロゴ と認証機関名を併記

（参考） 電安法対象製品の表示

特定電気用品以外の電気用品特定電気用品

丸ＰＳＥマーク菱形ＰＳＥマークと検査機関名を併記
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具体事例



１０． ＰＳＥとＳマークとの制度・仕組みの比較

Ｓマーク認証は対象製品も認証基準も拡大、初回・定期工場調査を実施して管理体制も審査しているモデル毎の製品

認証であり、第三者認証機関によって基準適合性が確認されたＳマーク認証製品は、より信頼性のある製品と言える

電安法対象製品とＳマーク認証製品に関する制度・仕組みを比較

Ｓマーク認証電気用品安全法 （電安法）

すべての電気製品等 （電安法の対象製品・対象外製品、
電気製品に使用する部品等）

特定電気用品以外の
電気用品

特定電気用品対 象 製 品

Sマーク認証基準 （技術基準「別表第一～別表第十一」また

は「別表第十二（国際整合規格）」、ＩＥＣ規格または安全ＪＩＳ、

SCEA追加基準、業界基準等）

技術基準「別表第一～別
表第十一」または「別表第
十二（国際整合規格）」

技術基準「別表第一～別表第十
一」または「別表第十二（国際整
合規格）」

適 用 規 格
（技術基準）

Sマーク認証機関による認証自己確認
自己確認＋登録検査機関に
よる適合性検査

技 術 基 準
適 合 確 認

「モデル」毎にＳマーク認証機関による認証
・モデル（出荷製品と同じ）毎の製品検査
・初回工場調査で管理体制（品質システム）を審査
・定期工場調査 （年1回フォローアップ）で検査記録を確認
・必要に応じて初回ロット検査を実施

任意（法的義務なし）

「型式の区分」毎に登録検査機
関による適合性検査
・代表サンプルの検査
・工場検査設備の検査

第 三 者
による確認

Sマークと認証機関のロゴ
丸形
PSEマーク

菱形PSEマーク
と検査機関名

表 示

既認証品を基本モデルとし、変更内容（同一シリーズ、
複数モデル）により必要となる適合性確認をＳマーク認
証機関で行い、認証書を変更または追加

自己確認

自己確認
※ただし、「型式の区分」が異なる設計変更

であった場合、新たに登録検査機関による

適合性検査が必要

設 計 変 更
（基準適合確認）
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１１．ネット販売における法令遵守の課題

16

＜インターネット販売事業者の電気用品安全法での役割＞

・電気用品安全法では何も規定がない（販売事業者でもない）

・ネット販売の出品者が海外メーカーや中間エージェントの場合もあり、輸入事業者

が存在しないケースも？

＜インターネット販売事業者の課題＞

・ネット販売事業者には必要な法令遵守のための人材が不足している

・電気製品の出品審査が甘かった（現在も甘い？）

（近年では電気用品安全法遵守の書類提出を義務化している事業者もある）

・技術基準への適合のテストレポートを要求していない

＜消費者保護の観点から＞

・ 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」

はできたが、努力義務の規定のみのため、効力は薄い

・ 「製品安全誓約」についても、消費者や当局から安全でない製品が販売されて

いた場合には要求された出品停止をすることになっているが、そもそも安全で

ない製品を販売しないための「出品審査の強化」は謳われていない。



１２．日本版「製品安全誓約」（消費者庁）
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消費者庁が主体となって、経済産業省、総務省、国土交通省との連名で、リコールや安全では

ない製品から消費者を守るため日本版「製品安全誓約」がスタートし、現在ネット販売事業者大

手8社が署名している。

ニュースリリース「リコール製品や安全ではない製品から消費者を守る

ための日本版「製品安全誓約」がスタートしました。」 (caa.go.jp)



１３．電気用品安全法一部改正（経済産業省）
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2024.6 国会成立



１４-1．Ｓマーク店頭普及実態調査
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１４-２．消費者のSマーク認知度調査（2023年度）
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「みちょぱ吉村のマブマブTV：Sマークリンク」
https://youtu.be/5-3sfDS92go
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１５．Sマーク広報 YouTube のご紹介

モーションまんが「Sマークってなあに？」
(youtube.com)

https://youtu.be/5-3sfDS92go


ありがとうございました


